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はじめに 

 

 急速な少子化により、将来の社会を担う子どもが少なくなっていくことは、

日本の社会経済全体に深刻な影響を与えることから、国・地方公共団体・企業

等が一体となって、子どもを産み育てるための環境づくりを今まで以上に進め

るため、平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法が成立しました。 

次世代育成支援対策とは次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育

成される環境の整備のために、子どもや子どもを育てる家庭を社会全体で支援

する取り組みのことです。 

我々、地方公共団体は、市民の方々の次世代育成に対する支援に積極的に取

り組むことはもちろんのこと、事業主としての立場から、職員の子どもの健や

かな育成についても責任を果たしていかなければなりません。 

本市では、「かわちながの女性プラン」に基づき、平成１６年１０月に「男女

共同参画の職場づくり率先行動計画」を策定し、男女共同参画の職場づくりに

向け、全庁的に取り組んでいるところですが、さらに、このたび、次世代育成

支援対策推進法の趣旨をふまえ、子育ては、現に子育てを行う職員だけでなく、

同じ職場で働く職員全員に与えられた共通の課題であると認識し、事業主とし

て、職員のみなさんとともに子育てと仕事の両立を目指してお互いにサポート

できる職場環境づくりを行っていくためこの計画を策定しました。 

 職員の皆さんには、今後ますます複雑、高度化する行政ニーズに対して、予

算、人員といった限られた資源で対応していかなければならず、その中で子育

て支援を行っていくことは容易ではありませんが、職員一人ひとりが、子育て

の大切さを理解し、ともに支えながら次代を担う子どもたちの育成と更なる公

務能率の向上に向け取り組んでいただきますようお願いいたします。 
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１ 目的  

次代の社会を担う子どもたちの健やかな育成は、その家庭のみならず、社会

全体が取り組まなければならない課題です。その課題に対応するため、職員が

子育てにおいても十分にその責任を果たすことができる職場づくりと公務能率

の向上の両立を図ることを目的としています。 

 

２ 計画期間  

次世代育成支援対策推進法は、平成１７年度から平成２６年度までの１０年

間の時限立法ですが、この行動計画はその前半の期間である平成１７年４月１

日から平成２２年３月３１日までの５年間を計画期間とし、必要に応じて見直

しを行うこととします。 

 

３ 対象職員 

この計画は、本市の職員全員（嘱託員・臨時的任用職員は除く。）を対象とし、

次のような区分で、それぞれが果たすべき役割を実施していくものとします。 

なお、それぞれが果たすべき役割は、計画の具体的な取り組みの中に記載して

います。 

○ 所属長 

○ 子育て中の職員（父親、母親となる予定の職員を含む） 

○ 人事担当部門 （人事課及び各部局における人事担当課等） 

○ 全職員 

なお、府費負担教職員にかかる計画については「大阪府教育委員会特定事業主行動

計画（府立学校編）」を準用します。 

 

４ 計画の推進 

(ア) 職員を対象に行動計画の進捗状況などに関するアンケート調査を実施

し、職員の意見をもとに取り組みの強化を図るとともに、行動計画の見

直しの際に反映していきます。 

(イ) 行動計画の実効性を高めるため、チェックリストの作成など、各課単位

で進捗状況を点検するしくみをつくります。 

 

 

 

 

 

第１章 計画について 



 

 

 

第２章 具体的な取り組み内容について 

 

１ 子育てに関する制度を活かす職場の環境整備 

 職員が子育てのための休暇等の制度を十分活用できる職場環境づくりを行っ

て行きます。 

 

(ア) 子育てに関する制度の周知及び意識啓発 

全ての職員が子育てに関する制度の趣旨や内容を理解し、意識を高めて

いくことによって、子育てをしやすい環境づくりを行います。 

① リーフレットの作成・庁内ネットへの掲載 

【人事担当部門】 

◇子育てのための休暇・休業制度や給付事業、子育てをする職員に対

する時間外勤務の制限等の制度についてリーフレットを作成し、庁

内ネットへの掲載や配布を通じて、全職員が制度を理解できるよう

にします。 

【全職員】 

◇子育てに関する制度の趣旨や内容を十分理解し、子育てのための休

暇の取得推進などに協力してください。 

 

② 意識啓発 

【所属長】 

◇子育て中の職員が男女を問わず、制度を活用しやすい雰囲気づくり

に努めるとともに、「家庭よりも仕事を優先すべき」といった「職場

優先意識」や「固定的な性別役割分担意識」などの是正に努めまし

ょう。 

【人事担当部門】 

◇「子育てと仕事の両立」について、必要に応じて情報の提供や、研

修を行い職員の意識啓発に努めます。 

   

(イ) 父親、母親になるときの配慮 

   父親・母親となる職員が安心して母性保護や子育てのための休暇等の制

度を活用できるよう、所属長をはじめ職場として子育てをサポートする環

境づくりを行います。 

① 妊娠中における母性の保護 

【所属長】 

     ◇母性保護の観点から整備された休暇制度や時間外勤務の制限などに
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ついて職員からの申し出があれば、父親、母親となる職員が休暇等を

活用できるよう十分な配慮をしましょう。 

◇職員から健康上問題がある旨の申し出があった場合は、事務分担の

見直しを行うなど当該職員に過重な負担がかからないよう十分な配

慮をしましょう。 

【子育て中の職員】 

◇父親・母親になることが分かれば、できるだけ速やかにその事実を

所属長に届け出てください。また、女性職員については妊娠の事実

が分かる医師の診断書を所属長を通じ、人事担当部門に提出してく

ださい。 

◇自らの担当業務を行うにあたって、健康上問題がある場合にはでき

るだけ速やかに所属長にその旨を申告し、事務分担の見直しなどに

ついて相談しましょう。 

【全職員】 

◇父親、母親となる職員が安心して休暇等の制度を活用できるよう積

極的に協力しましょう。 

 

② 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

【所属長】 

◇父親となる職員から休暇取得の申し出があれば、休暇を取得できる

よう十分な配慮をしましょう。 

【子育て中の職員】 

◇父親となる職員は、子どもが産まれるときには、配偶者をサポート

するための休暇を取得するようにしましょう。 

【全職員】 

◇父親となる職員が安心して休暇等の制度を活用できるよう積極的に

協力しましょう。 

 

(ウ) 育児休業を取得しやすい環境づくり 

育児休業を取得するにあたって、気兼ねや不安を感じることなく育児休

業制度を取得できるよう職場復帰への支援等を充実させます。 

なお、男性職員については、妻が育児休業を取得する予定の場合でも妻

の出産後８週間（産後休暇中）は育児休業取得が可能です。また、通常の

育児休業の取得が困難な場合でも部分休業の制度もありますので家庭の状

況に応じて取得するようにしましょう。 

① 男性職員を含めた育児休業の取得促進 

【所属長】 

◇職員から育児休業取得の申し出があれば、業務の遂行方法や業務分
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担の見直しを行うなど、職員が安心して育児休業を取得できるように

十分な配慮をしましょう。 

 

【子育て中の職員】 

◇出産予定の職員または配偶者が出産予定の職員は、できるだけ早い

時点で所属長等に育児休業取得の意向を示すとともに、人事担当部

門において手続きの説明を受けてください。 

◇育児休業を取得する場合には長期間職場を離れることになりますの

で、現在の職務についての整理を行い、引継ぎ等を行ってください。 

【人事担当部門】 

◇育児休業取得を希望する職員に対して、制度内容の十分な説明を行

います。 

◇育児休業期間中の代替要員などの措置について所属長と協議し、職

員が安心して育児休業を取得できるように努めます。 

◇男性職員の育児休業取得促進の方策について、先進事例等を参考に

検討していきます。 

 

② 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

【所属長】 

◇育児休業中の職員に対して、業務に関係する情報や連絡事項など職

場の情報提供を必要に応じて送付しましょう。 

◇育児休業中の職員が復帰する際には、業務分担の検討を行うととも

に、職場において業務のフォローアップ研修を実施するなど早期に

担当業務に慣れることができるようサポートしましょう。 

【子育て中の職員】 

◇本市のホームページや国及び他の地方自治体のホームページから業

務に関連する情報の収集を行うなど自己啓発に努めてください。 

【人事担当部門】 

◇育児休業中の職員で市外に居住する職員に対しては市広報を送付す

るほか、福利厚生制度の改正などの情報提供を必要に応じて行いま

す。 

 

③ 子育てに関する情報提供・情報交換支援 

【人事担当部門】 

◇子育て中の職員が必要とする情報の提供や子育てに関する職員の情

報交換等を行う方法（庁内ネットの活用等）を検討し、情報交換等を

通じた職員相互の子育て支援を推進します。 
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２ 仕事と家庭を両立する働き方の実現 

仕事と家庭の両立を図るため、子どもと過ごす時間の増加や、職員の健康保

持や公務能率の向上に向けた取り組みを行います。 

 

(ア) 時間外勤務の縮減 

時間外勤務の縮減については、これまでも職員の健康保持や公務能率向

上の観点から様々な取り組みを行ってきたところですが、子育てを職場と

してサポートする観点からもさらなる縮減を図ることが重要です。 

① 時間外勤務縮減の意識啓発 

【所属長】 

◇時間外勤務を命令する場合は、コスト意識をもって業務の必要性を

見極めた上で、的確な指示を行ってください。 

◇定時退庁しやすい雰囲気づくりに心がけてください。 

【人事担当部門】 

◇「ノー残業デー」における定時退庁や深夜（午後１０時以降）、週休

日等における時間外勤務の原則禁止の徹底を図ります。 

【全職員】 

◇日頃から計画的に仕事を進めるように努め、時間外勤務を縮減する

よう意識しましょう。 

 

② 時間外勤務の管理の徹底 

【所属長】 

◇妊娠中の職員（出産後 1 年に満たない職員を含む）が時間外勤務や

深夜勤務をしないことを請求する場合には、時間外勤務や深夜勤務

を命じることができませんので注意してください。 

◇子育て中の職員（小学校就学前に限ります）が時間外勤務（月２４

時間、年 150 時間以内）の制限や深夜勤務をしないことを請求する

場合には、公務に著しい支障を生じない限り、制限を越える時間外

勤務や深夜勤務を命令することができませんので注意してください。 

◇「ノー残業デー」や深夜、週休日・祝休日には緊急時や行事など特

別の事情が無い限り時間外勤務を命じないようにしてください。 

◇特定の職員（特に子育て中の職員）に過度の負担を負わせないよう

事務量の均等化に努めてください。 

◇時間外勤務命令をした場合は、指揮・監督するなど、業務の効率的

な遂行に努めてください。 

【人事担当部門】 

◇時間外勤務の多い部署に対してはヒアリングを実施し、時間外勤務

削減のためアルバイト職員の有効活用などについて検討します。 
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(イ) 年次休暇の取得促進 

年次休暇は本来その取得理由を限定するものではなく、業務の遂行に支

障が無い限りは自由に取得できる性格を持つものですが、子育てを行うた

めにも積極的に年次休暇を取得しましょう。 

【所属長】 

◇所属職員に年次休暇の取得計画を提出させるなど所属職員の年次休

暇の計画的な取得に努めましょう。 

◇それぞれの職員の業務について他の職員がサポートできる体制を整

備しておきましょう。 

◇所属職員の中で取得日数が少ない職員には個別に取得を促すととも

に、業務の偏りがないかもあわせて確認してください。 

◇下記のような時期には、積極的に年次休暇の取得を奨励しましょう。 

（例）・ゴールデンウィーク 

   ・子どもの春休み、夏休み、冬休み 

   ・年末年始 

・月曜日、金曜日（週休日に合わせた連続休暇） 

・入学式、卒業式、授業参観、運動会などの学校行事や 

ＰＴＡ活動 

【子育て中の職員】 

◇子どもの誕生日・予防接種・授業参観日・旅行・夏休みなどいろい

ろな機会に子どもと共に過ごす時間を作るためにも積極的に年次休

暇の取得をしましょう。 

◇あらかじめ取得することが明らかな年次休暇については、できるだ

け早く所属長に申し出ましょう。 

【全職員】 

◇年次休暇を取得する場合は、自分だけでなく他の職員も休暇を取得

できるよう、お互いに協力しましょう。 
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３ 子育てのための制度の充実 

 職員の子育てと仕事の両立支援を図るため、国及び他の地方公共団体との均

衡を考慮しながら子育てに関する諸制度を充実していきます。 

 

(ア) 勤務時間の弾力化 

① 育児または介護を行うための早出遅出勤務制度の導入 

【人事担当部門】 

◇育児（小学校就学前の子どもに限る）または介護を行う職員の早出遅

出勤務制度を平成１７年度から導入します。 

 

(イ) 妻の出産休暇の取得期間・単位の弾力化 

【人事担当部門】 

◇従来、妻が出産する場合、「出産日から連続５日以内」を特別休暇と

して付与してきましたが、平成１７年度から「妻が入院する等の日

から出産日後２週間以内の期間で５日以内」とし、時間単位でも取

得できるように改めます。 

 

(ウ) 男性職員の育児休暇の導入 

【人事担当部門】 

◇平成１７年度から妻の産前（８週）・産後（８週）の間に、出産に係

る子又は小学就学前の子を養育する場合に当該期間内で５日以内

（時間単位での取得可能）を特別休暇として付与することとします。 

 

(エ) 子の看護休暇の取得単位の弾力化 

【人事担当部門】 

◇従来、小学生以下の子を養育する職員が、その子を看護する場合１

年につき５日以内を特別休暇として付与してきましたが、平成１７

年度から時間単位でも取得できるように改めます。 

 

(オ) その他 

【人事担当部門】 

◇現在、国において、短時間勤務制度の導入や部分休業の対象となる

子どもの範囲拡大（現行３歳までを小学校就学前まで）について検討

が進められています。本市においても、これらの動向に留意しながら

検討を進めます。 
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